
令和２年６月定例月議会議案一覧 

 

議案番号 件   名 

報告 ５ 
令和元年度豊明市土地開発公社決算並びに令和２年度豊明市土
地開発公社事業計画及び予算の報告について 

報告 ６ 
令和元年度豊明市一般会計予算の継続費に係る繰越報告につい
て 

報告 ７ 
令和元年度豊明市一般会計予算の繰越明許費に係る繰越報告に
ついて 

報告 ８ 
令和元年度豊明市下水道事業特別会計予算の繰越明許費に係る
繰越報告について 

報告 ９ 豊明市国民保護計画の変更の報告について 

議案４１ 教育委員会の委員の任命について 

議案４２ 
豊明市農業委員会の委員の任命につき認定農業者等が委員の過
半数を占めることを要しない場合の同意について 

議案４３ 農業委員会の委員の任命について 

議案４４ 農業委員会の委員の任命について 

議案４５ 農業委員会の委員の任命について 

議案４６ 農業委員会の委員の任命について 

議案４７ 農業委員会の委員の任命について 

議案４８ 農業委員会の委員の任命について 

議案４９ 農業委員会の委員の任命について 

議案５０ 農業委員会の委員の任命について 

議案５１ 農業委員会の委員の任命について 

議案５２ 農業委員会の委員の任命について 

議案５３ 農業委員会の委員の任命について 

議案５４ 
工事請負契約の締結について（国庫補助事業 校舎大規模改修
工事） 

議案５５ 令和２年度豊明市一般会計補正予算（第６号）について 



議案５６ 豊明市大学等入学支援金給付条例の廃止について 

議案５７ 豊明市税条例の一部改正について 

議案５８ 豊明市都市計画税条例の一部改正について 

議案５９ 豊明市国民健康保険税条例の一部改正について 

議案６０ 豊明市手数料徴収条例の一部改正について 

議案６１ 
豊明市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例
の一部改正について 

議案６２ 
豊明市大学等入学支援金選考委員会設置条例の一部改正につい
て 

議案６３ 豊明市立図書館条例の一部改正について 

議案６４ 豊明市子ども医療費支給条例等の一部改正について 

議案６５ 豊明市後期高齢者医療に関する条例の一部改正について 

議案６６ 豊明市介護保険条例の一部改正について 

議案６７ 豊明市墓園条例の一部改正について 

議案６８ 
豊明市農村集落家庭排水施設事業受益者分担に関する条例等の
一部改正について 

議案６９ 豊明市都市公園条例の一部改正について 

議案７０ 豊明市消防団員等公務災害補償条例の一部改正について 

議案７１ 尾張市町交通災害共済組合規約の変更について 

議案７２ 尾張市町交通災害共済組合の解散について 

議案７３ 尾張市町交通災害共済組合の解散に伴う財産処分について 

議案７４ 令和２年度豊明市一般会計補正予算（第７号）について 

議案７５ 令和２年度豊明市下水道事業会計補正予算（第１号）について 

 



報告第５号 

 

   令和元年度豊明市土地開発公社決算並びに令和２年度豊明市土地開発公

社事業計画及び予算の報告について 

 地方自治法第２４３条の３第２項の規定により、土地開発公社に係る経営状

況に関する事項について、別紙のとおり報告する。 

 

  令和２年６月１日提出 

 

                 豊明市長  小 浮 正 典      





令和元年度

収  支  決  算  書

豊明市土地開発公社
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令和２年５月１１日　認定
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２ 役員会に関する事項

(１)　理事会(令和元年５月１０日)

　議案第３号  平成３０年度豊明市土地開発公社収支決算の認定について

　議案第４号  剰余金の処分について

(２)　理事会(令和２年３月１２日)

　議案第１号  令和２年度豊明市土地開発公社事業計画について

　議案第２号  令和２年度豊明市土地開発公社収支予算について

  令和元年度の取得事業及び処分事業はありませんでした。

１ 総括事項

事  業  報  告  書
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（単位 : 円）

資金執行計算書

受  入  資  金
1 事業収益
2 事業外収益

15,356,436
0

8,115
63,844

15,284,477
134,844

71,000

3 長期借入金
4 前年度繰越金

支  払  資  金
1 販売費及び一般管理費

63,844
0
0

15,221,592

2 公有地取得事業費
3 償  還  金
4 前年度未払金

差      引
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1 事業収益

 (1) 公有用地売却収益 0
      事業収益合計 0

2 事業原価

 (1) 公有用地売却原価 0
      事業原価合計 0
      事業総利益 0

3 販売費及び一般管理費

 (1) 販売費及び一般管理費 71,000
      販売費及び一般管理費合計 71,000
      事業損失 71,000

4 事業外収益

 (1) 受取利息 8,115
 (2) 雑収益 0
      事業外収益合計 8,115

当年度純損失 62,885

損 益 計 算 書
(平成３１年４月１日～令和２年３月３１日)

（単位 : 円）
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資 産 の 部

区    分 明            細
預    金 普通預金及び定期預金 15,206,592
基　金 定    期    預    金 10,000,000
土    地 公    有    用    地 19,540,561

44,747,153

負 債 の 部

区    分 借   入   先   等
長期借入金 愛 知 信 用 金 庫 豊 明 支店 19,525,561

19,525,561

合           計

財  産  目  録

令和2年3月31日

金            額
（単位 : 円）

金            額

令和2年3月31日

（単位 : 円）

合           計
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（単位 : 円）

1 公有用地取得事業費

 (1) 用 地 費 0
 (2) 補 償 費 0
 (3) 委 託 料 0
 (4) 工 事 費 0
 (5) 支払利息 63,844
 (6) 需 用 費 0

当年度取得事業原価 63,844
前年度末未処分用地 19,476,717
当年度用地売却原価 0
当年度末未処分用地 19,540,561

事  業  原  価  計  算  書
（平成３１年４月１日～令和２年３月３１日)
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（単位 : 円）
資  産  の  部

1 流動資産
 (1) 現金及び預金 15,206,592
 (2) 公有用地 19,540,561 （※1）

      流動資産合計 34,747,153
2 固定資産
 (1) 投資その他の資産 10,000,000
      固定資産合計 10,000,000
    資  産  合  計 44,747,153

負  債  の  部
1 固定負債
 (1) 長期借入金 19,525,561
      固定負債合計 19,525,561
    負  債  合  計 19,525,561

資  本  の  部
1 資本金
 (1) 基本財産 10,000,000
      資本金合計 10,000,000
2 準備金
 (1) 前期繰越準備金 15,284,477
 (2) 当期純損失 62,885
      準備金合計 15,221,592
    資  本  合  計 25,221,592

44,747,153

※１　個別法による原価法に依っております。

    負 債・資 本 合 計

貸  借  対  照  表
（平成３１年３月３１日現在）
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（令和２年３月３１日現在）
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Ⅰ 事業活動によるキャッシュ・フロー

　公有地取得事業収入 0
　公有地取得事業支出 △ 63,844
　人件費支出 0
　その他の業務支出 △ 71,000
　   小計 △ 134,844

　利息の受取額 8,115
　事業活動によるキャッシュ・フロー △ 126,729

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー

0
Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー

　長期借入れによる収入 63,844
　長期借入金の返済による支出 0

　財務活動によるキャッシュ・フロー 63,844

Ⅳ 現金及び現金同等物減少額 62,885
Ⅴ 現金及び現金同等物期首残高 5,269,477
Ⅵ 現金及び現金同等物期末残高 5,206,592 （※1）

※1　現金及び現金同等物期末残高に、１年間の定期預金を含めておりません。

キャッシュ・フロー計算書

(平成３１年４月１日～令和２年３月３１日)

（単位 : 円）
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区 分 借 入 先 利率 ％ 借入年月日
借 入
方 法

期 首 残 高 当 期 増 加 高 当 期 減 少 高 期 末 残 高
(うち１年内返済予定額)

備 考

19,525,561H31.01.16 手形

19,461,717

（単位：円）

長 期 借 入 金 明 細 表

19,461,717 63,844 0大根若王子線用地
（間米町鶴根地内）

愛知信金 0.325

19,525,56163,844 0合      計
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（単位 ： 円）

金 額 摘 要

公有地取得事業収益 0

0

（単位 ： 円）

金 額 摘 要

公有地取得事業原価 0

0

（単位 ： 円）

区 分 出 資 金 摘 要

基 本 財 産 10,000,000

合 計 10,000,000

事 業 収 益 明 細 表

科 目

公 有 用 地 売 却 収 益

合 計

事 業 原 価 明 細 表

科 目

公 有 用 地 売 却 原 価

合 計

資 本 金 明 細 表

出 資 団 体 名

豊 明 市
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参考資料

取  得

事  業  名 所      在 面積(㎡) 地目 金   額(円) 事業報告 №

都市計画道路用地 174.00 63,844

　大根若王子線用地 間米町鶴根地内 174.00 宅地 63,844 （１）

処  分

事  業  名 所      在 面積(㎡) 地目 金額(円） 事業報告 №

0.00 0

令和元年度豊明市土地開発公社事業実績

合      計

合      計
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174.00 63,844
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15,221,592翌 年 度 繰 越 剰 余 金

剰 余 金 処 分 計 算 書

（単位  円）

      これを次のとおり処分するものとする。

1 前年度繰越剰余金

2 当 年 度 純 損 失

15,284,477

62,885
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豊明市土地開発公社

令和２年度

事業計画及び収支予算書

-21-

令和２年３月１２日　議決

-23-
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事  業  名 取  得  面  積

令和２年度豊明市土地開発公社事業計画

処  分  面  積

㎡㎡
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0

（収益的収入及び支出の予定）

令和２年度豊明市土地開発公社予算

（総則）

第１条  令和２年度豊明市土地開発公社の収支予算は、以下に定めるとこ

1

0

0

  第１項

収入合計 90

支    出

第１款

      ろによる。

  第２項

（単位  千円）

事業外収益

事業収益

  雑収益

89  第１項

  公有地取得事業収益

  受取利息

0

90

収    入

第２条  収益的収入及び支出の予定額を次のとおり定める。

  第１項

第２款

90

第２款

（単位  千円）

事業原価

  公有地取得事業原価

第１款

  第１項

  予備費

販売費及び一般管理費

  販売費及び一般管理費

第３款

85

85

5

5

支出合計

予備費

  第１項
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103

（単位  千円）

（資本的収入及び支出の予定）

第３条  資本的収入及び支出の予定額を次のとおり定める。

資本的支出 103

  第１項   借入金 103

（資本的収入額が資本的支出額に対し不足した場合、当年度

収    入

第１款 資本的収入

目       的 事業資金にあてるため

収入合計 103

分損益勘定留保資金で補填するものとする。）

  第１項   公有地取得事業費

支    出 （単位  千円）

第１款

103

  第２項   償還金

（借入金）

借 入 方 法

支出合計 103

0

第４条  資金の借入方法及び借入限度額並びに償還方法を次のとおり定める。

利       率

償 還 方 法

2,000,000千円以内

市中金融機関    手形借入

年利4.0％以内

土地売却代金を収納した都度償還するものとする。

限  度  額
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収    入

款 項 目 節 金  額

１事業収益 0
１公有地取得事業収益 0

１公有用地売却収益 0

２事業外収益 90

１受取利息 89

１受取利息 89

２雑収益 1

１雑収益 1

90

支    出

款 項 目 節 金  額

１事業原価 0
１公有地取得事業原価 0

１公有用地売却原価 0
２販売費及び一般管理費 85

１販売費及び一般管理費 85

１人件費 0

１報酬 0

２経費 85

１旅費 1

２交際費 1

３需用費 10

４役務費 1

５負担金 1

６公租公課 71

３予備費 5

１予備費 5

１予備費 5

90

Ⅰ  令和２年度豊明市土地開発公社予算執行計画

収益的収入及び支出

（単位  千円）

収  入  合  計

（単位  千円）

支  出  合  計
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収    入

款 項 目 節 金  額

１資本的収入 103

１借入金 103

１借入金 103

103

（資本的収入額が資本的支出額に対し不足した場合、当年度

支    出

款 項 目 節 金  額

１資本的支出 103
１公有地取得事業費 103

１用地費 0

２補償費 0

３委託料 0

４工事費 0

５支払利息 103

６需用費 0

１消耗品費 0

２償還金 0

１借入償還金 0

103

（単位  千円）

支  出  合  計

収  入  合  計

分損益勘定留保資金で補填するものとする。）

資本的収入及び支出

（単位  千円）
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区    分 前年度決算見込額 当年度予算額 増減（△）

受入資金 15,357 15,415 58

(1)事業収益 0 0 0

(2)事業外収益 8 90 82

(3)長期借入金 64 103 39

(4)前年度繰越金 15,285 15,222 △ 63

支払資金 135 188 53

(1)販売費及び一般管理費 71 85 14

(2)公有地取得事業費 64 103 39

(3)償還金 0 0 0

(4)前年度未払金 0 0 0

差    引 15,222 15,227 5

Ⅱ  資 金 計 画 書

（単位  千円）
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Ⅲ  予 定 損 益 計 算 書

（単位  千円）

１事業収益

（１）公有用地売却収益 0

      事業収益合計 0

２事業原価

（１）公有用地売却原価 0

      事業原価合計 0

      事業総利益 0

３販売費及び一般管理費

（１）販売費及び一般管理費 85

      販売費及び一般管理費合計 85

      事業損失 85

４事業外収益

（１）受取利息 89

（２）雑収益 1

      事業外収益合計 90

    当年度純利益 5

（令和２年４月１日～令和３年３月３１日）
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Ⅳ  予 定 事 業 原 価 計 算 書

（単位  千円）

１公有用地取得事業費

（１）用地費 0

（２）補償費 0

（３）委託料 0

（４）工事費 0

（５）支払利息 103

（６）需用費 0

    当年度取得事業原価 103

    前年度末未処分用地 19,540

    当年度用地売却原価 0

    当年度末未処分用地 19,643

（令和２年４月１日～令和３年３月３１日）
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Ⅴ  予 定 貸 借 対 照 表

（単位  千円）

資 産 の 部

１流動資産

（１）現金及び預金 15,227

（２）公有用地 19,643

      流動資産合計 34,870

２固定資産

（１）投資その他の資産 10,000

      固定資産合計 10,000

      資 産 合 計 44,870

負 債 の 部

１固定負債

（１）長期借入金 19,628

      負 債 合 計 19,628

資 本 の 部

１資本金

（１）基本財産 10,000

      資本金合計 10,000

２準備金

（１）前期繰越準備金 15,237

（２）当期純利益 5

      準備金合計 15,242

      資 本 合 計 25,242

   負 債 ・ 資 本 合 計 44,870

（令和３年３月３１日現在）
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参考資料

取  得
（単位  ㎡）

事 業 名 所  在 面  積 備  考

処  分
（単位  ㎡）

事 業 名 所  在 面  積 備  考

0.00

合    計

令和２年度豊明市土地開発公社事業計画

合    計
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報告第９号 

 

   豊明市国民保護計画の変更の報告について 

 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第３５条第８

項にて準用される同条第６項の規定に基づき、豊明市国民保護計画の変更につ

いて、別添のとおり報告する。 

 

  令和２年６月１日提出 

 

豊明市長  小 浮 正 典      

 



   豊明市国民保護計画の変更について 

 

 豊明市国民保護計画（平成１９年３月作成）の一部を次のとおり変更する。 

１ 第２編平素からの備えや予防第１章組織・体制の整備等第１市における組

織・体制の整備１各部・課における平素の業務の、各部・課における平素の

業務表中、秘書広報課、企画政策課、情報システム課、とよあけ創生推進室

により編成される班から、「とよあけ創生推進室」を削り、総務課、防災防犯

対策室、市民課、市民協働課、議事課より編成される班の、「防災防犯対策室」

を「防災防犯対策課」に改める。 

２ 第２編平素からの備えや予防第１章組織・体制の整備等第１市における組

織・体制の整備４国民の権利利益の救済に係る手続等（１）国民の権利利益

の迅速な救済、国民の権利利益の救済に係る手続項目一覧の表中、「防災防犯

対策室」を「防災防犯対策課」に改める。 

３ 第２編平素からの備えや予防第１章組織・体制の整備等第４情報収集・提

供等の体制整備２警報等の伝達に必要な準備（１）警報の伝達体制の整備に、

「全国瞬時警報システム（J-ALERT）の整備」を加える。 

４ 第３編武力攻撃事態等への対処第２章市対策本部の設置等１市対策本部の

設置（１）市対策本部の設置の手順④市対策本部の開設の、「東館」を「新館」

に改める。 

５ 第３編武力攻撃事態等への対処第４章警報及び避難の指示等第１警報の伝

達等２警報の内容の伝達方法（１）に、「緊急情報ネットワークシステム

（Em-net）、全国瞬時警報システム（J-ALERT）等の活用」を加える。 

６ 第３編武力攻撃事態等への対処第４章警報及び避難の指示等第２避難住民

の誘導等３避難住民の誘導（１３）避難住民の復帰のための措置の次に、「（１

４）大規模集客施設等における避難」を加える。 

７ 第３編武力攻撃事態等への対処第７章武力攻撃災害への対処第１武力攻撃

災害への対処２武力攻撃災害の兆候の通報（１）市長への通報の、「消防吏員」

の次に「、警察官又は海上保安官」を加える。 



議案第４１号  

 

   教育委員会の委員の任命について  

教育委員会の委員市野光信氏は、令和２年７月３１日任期満了となる

ので、下記の者を任命するものとする。  

 

  令和２年６月１日提出  

 

                 豊明市長   小  浮  正 典  

 

記  

住  所   豊明市栄町 

氏  名   井 戸 貴 子  

生年月日    

 

   説 明  

この案を提出するのは、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第

４条第２項の規定に基づき、議会の同意を得るため必要があるからであ

る。  



議案第４２号 

 

   豊明市農業委員会の委員の任命につき認定農業者等が委員の過半数を占 

めることを要しない場合の同意について 

 豊明市農業委員会の委員の任命につき、委員の少なくとも４分の 1 を認定農

業者等とするものとする。 

 

  令和２年６月１日提出 

 

豊明市長  小 浮 正 典 

 

  説 明 

 この案を提出するのは、認定農業者等が委員の過半数を占めることを要しな

い場合において、農業委員会等に関する法律施行規則（昭和２６年農林省令第

２３号）第２条第２項を適用する場合は、議会の同意を得るため必要があるか

らである。 



議案第４３号  

 

   農業委員会の委員の任命について  

下記の者を農業委員会の委員に任命するものとする。  

 

  令和２年６月１日提出  

 

                 豊明市長   小  浮  正 典  

 

記  

住  所   豊明市三崎町  

氏  名   堀 井 敏 秀  

生年月日  

 

   説 明  

この案を提出するのは、農業委員会等に関する法律第８条第１項の規

定に基づき、議会の同意を得るため必要があるからである。  



議案第４４号 

 

   農業委員会の委員の任命について  

下記の者を農業委員会の委員に任命するものとする。 

 

  令和２年６月１日提出 

 

                 豊明市長  小 浮 正 典 

 

記 

住  所   豊明市沓掛町 

氏  名   五 味 範 俊 

生年月日 

 

   説 明 

この案を提出するのは、農業委員会等に関する法律第８条第１項の規定に基

づき、議会の同意を得るため必要があるからである。  



議案第４５号  

 

   農業委員会の委員の任命について  

下記の者を農業委員会の委員に任命するものとする。  

 

  令和２年６月１日提出  

 

                 豊明市長   小  浮  正 典  

 

記  

住  所   豊明市大久伝町  

氏  名   深 谷  明  

生年月日  

 

   説 明  

この案を提出するのは、農業委員会等に関する法律第８条第１項の規

定に基づき、議会の同意を得るため必要があるからである。  



議案第４６号 

 

   農業委員会の委員の任命について  

下記の者を農業委員会の委員に任命するものとする。 

 

  令和２年６月１日提出 

 

                 豊明市長  小 浮 正 典 

 

記 

住  所   豊明市沓掛町 

氏  名   加 藤 延 保 

生年月日 

 

   説 明 

この案を提出するのは、農業委員会等に関する法律第８条第１項の規定に基

づき、議会の同意を得るため必要があるからである。  



議案第４７号  

 

   農業委員会の委員の任命について  

下記の者を農業委員会の委員に任命するものとする。  

 

  令和２年６月１日提出  

 

                 豊明市長   小  浮  正 典  

 

記  

住  所   豊明市前後町  

氏  名   堀 田 勝 司  

生年月日  

 

   説 明  

この案を提出するのは、農業委員会等に関する法律第８条第１項の規

定に基づき、議会の同意を得るため必要があるからである。  



議案第４８号 

 

   農業委員会の委員の任命について  

下記の者を農業委員会の委員に任命するものとする。 

 

  令和２年６月１日提出 

 

                 豊明市長  小 浮 正 典 

 

記 

住  所   豊明市栄町 

氏  名   平 野 普 也 

生年月日 

 

   説 明 

この案を提出するのは、農業委員会等に関する法律第８条第１項の規定に基

づき、議会の同意を得るため必要があるからである。  



議案第４９号 

 

   農業委員会の委員の任命について  

下記の者を農業委員会の委員に任命するものとする。 

 

  令和２年６月１日提出 

 

                 豊明市長  小 浮 正 典 

 

記 

住  所   豊明市阿野町 

氏  名   加 藤  誠 

生年月日 

 

   説 明 

この案を提出するのは、農業委員会等に関する法律第８条第１項の規定に基

づき、議会の同意を得るため必要があるからである。  



議案第５０号 

 

   農業委員会の委員の任命について  

下記の者を農業委員会の委員に任命するものとする。 

 

  令和２年６月１日提出 

 

                 豊明市長  小 浮 正 典 

 

記 

住  所   豊明市栄町 

氏  名   野 村 寿 子 

生年月日 

 

   説 明 

この案を提出するのは、農業委員会等に関する法律第８条第１項の規定に基

づき、議会の同意を得るため必要があるからである。  



議案第５１号 

 

   農業委員会の委員の任命について  

下記の者を農業委員会の委員に任命するものとする。 

 

  令和２年６月１日提出 

 

                 豊明市長  小 浮 正 典 

 

記 

住  所   豊明市沓掛町 

氏  名   水 谷 文 和 

生年月日 

 

   説 明 

この案を提出するのは、農業委員会等に関する法律第８条第１項の規定に基

づき、議会の同意を得るため必要があるからである。  



議案第５２号 

 

   農業委員会の委員の任命について  

下記の者を農業委員会の委員に任命するものとする。 

 

  令和２年６月１日提出 

 

                 豊明市長  小 浮 正 典 

 

記 

住  所   豊明市沓掛町 

氏  名   石 川 万 里 子 

生年月日 

 

   説 明 

この案を提出するのは、農業委員会等に関する法律第８条第１項の規定に基

づき、議会の同意を得るため必要があるからである。  



議案第５３号 

 

   農業委員会の委員の任命について  

下記の者を農業委員会の委員に任命するものとする。 

 

  令和２年６月１日提出 

 

                 豊明市長  小 浮 正 典 

 

記 

住  所   豊明市阿野町 

氏  名   野 村 君 枝 

生年月日 

 

   説 明 

この案を提出するのは、農業委員会等に関する法律第８条第１項の規定に基

づき、議会の同意を得るため必要があるからである。  



議案第５４号 

 

   工事請負契約の締結について 

 下記のとおり工事請負契約を締結するものとする。 

 

  令和２年６月１日提出 

 

                豊明市長  小 浮 正 典      

 

記 

１ 工 事 名   国庫補助事業 校舎大規模改修工事 

２ 工 事 場 所   豊明市二村台７丁目地内 

３ 工 事 の 概 要   二村台小学校開校に伴う双峰小学校校舎の大規模改修 

４ 請負契約金額   ４４８，８００，０００円  

５ 請 負 契 約 者   豊明市西川町笹原１５番地１ 

山旺建設株式会社 豊明支店 

常務取締役支店長 角岡信也 

６ 契 約 の 方 法   制限付一般競争入札（事後審査型）                 

 

   説 明 

 この案を提出するのは、国庫補助事業 校舎大規模改修工事施工のため必要

があるからである。 

 





















議案第５６号 

 

豊明市大学等入学支援金給付条例の廃止について 

 豊明市大学等入学支援金給付条例を廃止する条例を別添のように定めるもの

とする。 

 

令和２年６月１日提出 

 

豊明市長  小 浮 正 典      

 

説 明 

 この案を提出するのは、学び応援奨学金を廃止するため必要があるからであ

る。 



   豊明市大学等入学支援金給付条例を廃止する条例 

 

 豊明市大学等入学支援金給付条例（平成２８年豊明市条例第７号）は、廃止

する。 

   附 則  

 この条例は、公布の日から施行し、令和２年４月１日から適用する。 



議案第５７号 

 

   豊明市税条例の一部改正について  

 豊明市税条例の一部を改正する条例を別添のように定めるものとする。  

 

 令和２年６月１日提出 

 

                 豊明市長  小 浮 正 典  

 

   説 明 

この案を提出するのは、地方税法等の一部改正に伴い必要があるからである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   豊明市税条例の一部を改正する条例 

 

 （豊明市税条例の一部改正） 

第１条 豊明市税条例（昭和４７年豊明市条例第４４号）の一部を次のように

改正する。 

第２６条第１項第２号中「寡夫」を「ひとり親」に改める。 

第３３条の２中「第１２項」を「第１１項」に、「寡婦（寡夫）控除額」

を「寡婦控除額、ひとり親控除額」に、「第７項」を「第６項」に改める。 

第３５条の２第１項ただし書中「第３１４条の２第５項」を「第３１４条

の２第４項」に改める。 

第６７条の５の次に次の１条を加える。 

  （現所有者の申告） 

第６７条の６ 現所有者（法第３８４条の３に規定する現所有者をいう。以

下この条及び次条において同じ。）は、現所有者であることを知った日の

翌日から３月を経過した日までに次に掲げる事項を記載した申告書を市長

に提出しなければならない。 

（１） 土地又は家屋の現所有者の住所、氏名又は名称、次号に規定する

個人との関係及び個人番号又は法人番号（個人番号又は法人番号を

有しない者にあっては、住所、氏名又は名称及び同号に規定する個

人との関係） 

（２） 土地又は家屋の所有者として登記簿又は土地補充課税台帳若しく

は家屋補充課税台帳に登記又は登録がされている個人が死亡してい

る場合における当該個人の住所及び氏名 

（３） その他市長が固定資産税の賦課徴収に関し必要と認める事項 

第６８条第１項中「又は」を「若しくは」に、「によって」を「により、

又は現所有者が前条の規定により」に、「においては」を「には、その者に

対し」に改める。 

第８６条第２項に次のただし書を加える。 

ただし、１本当たりの重量が０．７グラム未満の葉巻たばこの本数の算定

については、当該葉巻たばこの１本をもって紙巻たばこの０．７本に換算す



るものとする。 

第８６条第４項中「左欄に掲げる製造たばこ」の次に「（同項ただし書に

規定する葉巻たばこを除く。）」を加える。 

附則第３条の２第１項中「特例基準割合（当該年の前年に」を「延滞金特

例基準割合（平均貸付割合（」に、「の規定により告示された割合」を「に

規定する平均貸付割合をいう。次項において同じ。）」に、「この条におい

て同じ」を「この項において同じ」に改め、「（以下この条において「特例

基準割合適用年」という。）」を削り、「当該特例基準割合適用年」を「そ

の年」に、「特例基準割合に」を「延滞金特例基準割合に」に改め、同条第

２項中「特例基準割合適用年中」を「各年の平均貸付割合に年０．５パーセ

ントの割合を加算した割合が年７．３パーセントの割合に満たない場合には、

その年中」に、「当該特例基準割合適用年」を「その年」に、「特例基準割

合と」を「当該加算した割合と」に改める。 

附則第４条第１項中「特例基準割合」を「加算した割合」に、「当課市民

税」を「当該市民税」に改める。 

附則第１０条中「法附則第１５条から第１５条の３の２まで」の次に「、

第６１条又は第６２条」を加え、「又は法附則第１５条から第１５条の３の

２まで」を「又は附則第１５条から第１５条の３の２まで、第６１条若しく

は第６２条」に改める。 

附則第１０条の２第２項を削り、同条第３項中「附則第１５条第２項第６

号」を「附則第１５条第２項第５号」に改め、同項を同条第２項とし、同条

第４項を同条第３項とし、同条第５項中「附則第１５条第３３項第１号イ」

を「附則第１５条第３０項第１号イ」に改め、同項を同条第４項とし、同条

第６項中「附則第１５条第３３項第１号ロ」を「附則第１５条第３０項第１

号ロ」に改め、同項を同条第５項とし、同条第７項を削り、同条第８項中「

附則第１５条第３３項第１号ニ」を「附則第１５条第３０項第１号ハ」に改 

め、同項を同条第６項とし、同条第９項中「附則第１５条第３３項第１号ホ」 

を「附則第１５条第３０項第１号ニ」に改め、同項を同条第７項とし、同条

第１０項中「附則第１５条第３３項第２号イ」を「附則第１５条第３０項第

２号イ」に改め、同項を同条第８項とし、同条第１１項中「附則第１５条第



３３項第２号ロ」を「附則第１５条第３０項第２号ロ」に改め、同項を同条

第９項とし、同項の次に次の１項を加える。 

１０ 法附則第１５条第３０項第２号ハに規定する設備について同号に規定

する市の条例で定める割合は、４分の３とする。 

附則第１０条の２第１２項中「附則第１５条第３３項第３号イ」を「附則

第１５条第３０項第３号イ」に改め、同項を同条第１１項とし、同条第１３ 

項中「附則第１５条第３３項第３号ロ」を「附則第１５条第３０項第３号ロ」 

に改め、同項を同条第１２項とし、同条第１４項中「附則第１５条第３３項

第３号ハ」を「附則第１５条第３０項第３号ハ」に改め、同項を同条第１３

項とし、同条第１５項中「附則第１５条第３８項」を「附則第１５条第３４

項」に改め、同項を同条第１４項とし、同条第１６項中「附則第１５条第４

４項」を「附則第１５条第３８項」に改め、同項を同条第１５項とし、同条

第１７項中「附則第１５条第４５項」を「附則第１５条第３９項」に改め、

同項を同条第１６項とし、同条第１８項中「附則第１５条第４７項」を「附

則第１５条第４１項」に改め、同項を同条第１７項とし、同条第１９項を同

条第１８項とし、同項の次に次の１項を加える。 

１９ 法附則第６２条に規定する市の条例で定める割合は０とする。 

 附則第１５条の３中「令和２年９月３０日」を「令和３年３月３１日」に

改める。 

附則第１７条第１項中「第３５条の２第１項」の次に、「、第３５条の３

第１項」を加える。 

附則第１７条の２第３項中「第３５条の２」を「第３５条の３」に改める。 

附則に次の１条を加える。 

（新型コロナウイルス感染症等に係る徴収猶予の特例に係る手続等） 

第２３条 第３条の３第６項の規定は法附則第５９条第１項の規定による徴

収猶予について準用する。 

第２条 豊明市税条例（昭和４７年豊明市条例第４４号）の一部を次のように

改正する。 

第２１条中「第３２１条の８第２２項及び第２３項の申告書に」を「第３ 

２１条の８第３４項及び第３５項の申告書に」に、「においては」を「には」 



に改め、同条第４号中「によって」を「により」に改め、同条第５号中「、

第４項又は第１９項」を「又は第３１項」に改め、同条第６号中「第３２１

条の８第２２項及び第２３項」を「第３２１条の８第３４項及び第３５項」

に改める。 

第２２条中「及び第４項」を削る。 

第２５条第３項中「規定する収益事業」の次に「（以下この項及び第３０

条第２項の表第１号において「収益事業」という。）」を加え、「第３０条

第２項の表第１号」を「同号」に、「第４６条第１０項から第１２項まで」

を「第４６条第９項から第１６項まで」に改める。 

第３０条第２項の表第１号オ中「第２９２条第１項第４号の５」を「第２

９２条第１項第４号の２」に改め、同条第３項中「、同項第２号の連結事業

年度開始の日から６月の期間若しくは同項第３号の連結法人税額の課税標準 

の算定期間又は同項第４号」を「若しくは同項第２号の期間又は同項第３号」 

に改める。 

第４６条第１項中「第４項、第１９項、第２２項及び第２３項」を「第３

１項、第３４項及び第３５項」に、「第１０項、第１１項及び第１３項」を

「第９項、第１０項及び第１２項」に、「第４項、第１９項及び第２３項」

を「第３１項及び第３５項」に、「同条第２２項」を「同条第３４項」に、

「第３項」を「第２項後段」に改め、同条第２項中「第６６条の７第５項及

び第１１項又は第６８条の９１第４項及び第１０項」を「第６６条の７第４

項及び第１０項」に、「第３２１条の８第２４項」を「第３２１条の８第３

６項」に改め、同条第３項中「第６６条の９の３第４項及び第１０項又は第

６８条の９３の３第４項及び第１０項」を「第６６条の９の３第３項及び第

９項」に、「第３２１条の８第２５項」を「第３２１条の８第３７項」に改 

め、同条第４項中「第３２１条の８第２６項」を「第３２１条の８第３８項」 

に改め、同条第５項中「第３２１条の８第２２項」を「第３２１条の８第３

４項」に、「同条第２１項」を「同条第３３項」に、「、第４項又は第１９

項」を「又は第３１項」に、「同条第２３項」を「同条第３５項」に改め、

同条第６項中「、第４項又は第１９項」を「又は第３１項」に、「同条第２

２項」を「同条第３４項」に、「第３２１条の８第２３項」を「第３２１条



の８第３５項」に改め、同条第７項中「第３２１条の８第２２項」を「第３

２１条の８第３４項」に、「、第４項又は第１９項」を「又は第３１項」に

改め、同項第２号中「第３２１条の８第２３項」を「第３２１条の８第３５ 

項」に改め、同条第９項を削り、同条第１０項中「第３２１条の８第４２項」 

を「第３２１条の８第５２項」に、「同条第４２項」を「同条第５２項」に、

「第１２項」を「第１１項」に改め、同項を同条第９項とし、同条第１１項

を同条第１０項とし、同条第１２項中「第１０項」を「第９項」に改め、同

項を同条第１１項とし、同条第１３項中「第１０項」を「第９項」に、「第

７５条の４第２項」を「第７５条の５第２項」に改め、同項を同条第１２項

とし、同条第１４項を同条第１３項とし、同条第１５項中「第１３項」を「

第１２項」に、「第１０項」を「第９項」に改め、同項を同条第１４項とし、

同条第１６項中「第１３項前段」を「第１２項前段」に、「第３２１条の８

第５１項」を「第３２１条の８第６１項」に、「翌日以降」を「翌日以後」

に、「第１０項」を「第９項」に改め、同項を同条第１５項とし、同条第１ 

７項中「第１３項後段」を「第１２項後段」に、「第１５項」を「第１４項」 

に、「第７５条の４第３項若しくは第６項（同法第８１条の２４の３第２項 

において準用する場合を含む。）」を「第７５条の５第３項若しくは第６項」 

に、「第１０項」を「第９項」に改め、同項を同条第１６項とする。 

第４８条第２項中「、第４項又は第１９項」を「又は第３１項」に、「同

条第２３項」を「同条第３５項」に、「、第２項又は第４項」を「又は第２

項」に改め、同条第３項中「、第４項又は第１９項」を「又は第３１項」に

改め、「（同条第２項又は第４項に規定する申告書を提出すべき法人が連結

子法人の場合には、当該連結子法人との間に連結完全支配関係がある連結親

法人（法人税法第２条第１２号の６の７に規定する連結親法人をいう。以下

この項において同じ。）若しくは連結完全支配関係があった連結親法人が法

人税に係る修正申告書を提出し、又は法人税に係る更正若しくは決定を受け

たこと。次項第２号において同じ。）」を削り、同条第４項中「、第４項又

は第１９項」を「又は第３１項」に改める。 

第５０条第４項から第６項まで削る。 

第８６条第２項ただし書中「０．７グラム」を「１グラム」に、「０．７



本」を「１本」に改める。 

附則第３条の２第２項中「及び第４項」を削る。 

附則第１０条中「第６１条又は第６２条」を「第６３条又は第６４条」に、

「第６１条若しくは第６２条」を「第６３条若しくは第６４条」に改める。 

附則第１０条の２第１９項中「附則第６２条」を「附則第６４条」に改め

る。 

附則に次の２条を加える。 

（新型コロナウイルス感染症等に係る寄附金税額控除の特例） 

第２４条 所得割の納税義務者が、新型コロナウイルス感染症等の影響に対

応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律（令和２年法律第２５

号。次条において「新型コロナウイルス感染症特例法」という。）第５条

第４項に規定する指定行事のうち、市長が指定するものの中止若しくは延

期又はその規模の縮小により生じた当該指定行事の入場料金、参加料金そ

の他の対価の払戻しを請求する権利の全部又は一部の放棄を同条第１項に

規定する指定期間内にした場合には、当該納税義務者がその放棄をした日

の属する年中に法附則第６０条第４項に規定する市町村放棄払戻請求権相

当額の法第３１４条の７第１項第３号に掲げる寄附金を支出したものとみ

なして、第３３条の７の規定を適用する。 

（新型コロナウイルス感染症等に係る住宅借入金等特別税額控除の特例） 

第２５条 所得割の納税義務者が前年分の所得税につき新型コロナウイルス

感染症特例法第６条第４項の規定の適用を受けた場合における附則第７条

の３の２第１項の規定の適用については、同項中「令和１５年度」とある

のは、「令和１６年度」とする。 

附 則 

（施行期日） 

第１条 この条例は、公布の日から施行し、令和２年４月１日から適用する。

ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 

（１） 第１条中豊明市税条例附則第１０条の改正規定及び同条例附則第１

０条の２に１項を加える改正規定並びに同条例附則第１５条の３の改

正規定並びに同条例附則に１条を加える改正規定 公布の日 



（２） 第１条中豊明市税条例第８６条第２項にただし書を加える改正規定

及び同条第４項の改正規定並びに附則第６条の規定 令和２年１０月

１日 

（３） 第１条中豊明市税条例第２６条第１項第２号、第３３条の２及び第

３５条の２第１項ただし書の改正規定並びに同条例附則第３条の２、

第４条第１項、第１７条第１項及び第１７条の２第３項の改正規定並

びに第２条中豊明市税条例附則第１０条及び同条例附則第１０条の２

中第１９項の改正規定並びに同条例附則に２条を加える改正規定並び

に次条並びに附則第３条第２項及び第３項の規定 令和３年１月１日 

（４） 第２条中豊明市税条例第８６条第２項ただし書の改正規定及び附則

第７条の規定 令和３年１０月１日 

（５） 第２条（前２号に掲げる改正規定を除く。）及び附則第４条の規定 

令和４年４月１日 

（延滞金に関する経過措置） 

第２条 第１条の規定による改正後の豊明市税条例（以下「新条例」という。） 

附則第３条の２の規定は、前条第３号に掲げる規定の施行の日以後の期間に

対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、

なお従前の例による。 

（市民税に関する経過措置） 

第３条 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中個人の市民税に関する

部分は、令和２年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成３１

年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。 

２ 新条例第２６条第１項（第２号に係る部分に限る。）、第３３条の２及び

第３５条の２第１項の規定は、令和３年度以後の年度分の個人の市民税につ

いて適用し、令和２年度分までの個人の市民税については、なお従前の例に

よる。 

３ 令和３年度分の個人の市民税に係る申告書の提出に係る新条例第３５条の

２第１項の規定の適用については、同項ただし書中「地震保険料控除額」と

あるのは、「地震保険料控除額、ひとり親控除額（地方税法等の一部を改正

する法律（令和２年法律第５号）第１条の規定による改正前の法（以下「旧



法」という。）第２９２条第１項第１１号に規定する寡婦（旧法第３１４条

の２第３項の規定に該当するものに限る。）又は旧法第２９２条第１項第１

２号に規定する寡夫である第２５条第１項第１号に掲げる者に係るものを除

く。）」とする。 

第４条 附則第１条第５号に掲げる規定による改正後の市税条例の規定中法人

の市民税に関する部分は、同号に掲げる規定の施行の日（以下この項及び次

項において「５号施行日」という。）以後に開始する事業年度（所得税法等

の一部を改正する法律（令和２年法律第８号）第３条の規定（同法附則第１

条第５号ロに掲げる改正規定に限る。）による改正前の法人税法（昭和４０

年法律第３４号。以下この条において「４年旧法人税法」という。）第２条

第１２号の７に規定する連結子法人（次項において「連結子法人」とい

う。）の連結親法人事業年度（４年旧法人税法第１５条の２第１項に規定す

る連結親法人事業年度をいう。次項において同じ。）が５号施行日前に開始

した事業年度を除く。）分の法人の市民税について適用する。 

２ ５号施行日前に開始した事業年度（連結子法人の連結親法人事業年度が５

号施行日前に開始した事業年度を含む。）分の法人の市民税及び５号施行日

前に開始した連結事業年度（４年旧法人税法第１５条の２第１項に規定する

連結事業年度をいう。以下この項において同じ。）（連結子法人の連結親法

人事業年度が５号施行日前に開始した連結事業年度を含む。）分の法人の市

民税については、なお従前の例による。 

 （固定資産税に関する経過措置） 

第５条 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中固定資産税に関する部

分は、令和２年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成３１年度

分までの固定資産税については、なお従前の例による。 

２ 新条例第６７条の６の規定は、施行日以後に、同条に規定する現所有者で

あることを知った者について適用する。 

３ 平成３０年４月１日から令和２年３月３１日までの間に新たに取得された

地方税法等の一部を改正する法律（令和２年法律第５号）第１条の規定によ

る改正前の地方税法附則第１５条第３３項に規定する特定再生可能エネルギ

ー発電設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。 



 （市たばこ税に関する経過措置） 

第６条 附則第１条第２号に掲げる規定の施行の日前に課した、又は課すべき

であった葉巻たばこに係る市たばこ税については、なお従前の例による。 

第７条 附則第１条第４号に掲げる規定の施行の日前に課した、又は課すべき

であった葉巻たばこに係る市たばこ税については、なお従前の例による。 



議案第５８号 

 

   豊明市都市計画税条例の一部改正について 

 豊明市都市計画税条例の一部を改正する条例を別添のように定めるものとす

る。 

 

 令和２年６月１日提出 

 

                 豊明市長  小 浮 正 典  

 

   説 明 

この案を提出するのは、地方税法等の一部改正に伴い必要があるからである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   豊明市都市計画税条例の一部を改正する条例  

 

（豊明市都市計画税条例の一部改正）  

第１条 豊明市都市計画税条例（昭和４７年豊明市条例第４５号）の一部を次

のように改正する。 

附則第１６項中「又は第１５条の３」を「、第１５条の３又は第６１条」

に改め、「第１５条の３まで」の次に「若しくは第６１条」を加える。  

第２条 豊明市都市計画税条例（昭和４７年豊明市条例第４５号）の一部を次

のように改正する。 

附則第１６項中「第６１条」を「第６３条」に改める。  

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第２条の規定は、令和３年１

月１日から施行する。 



議案第５９号 

 

豊明市国民健康保険税条例の一部改正について 

豊明市国民健康保険税条例の一部を改正する条例を別添のように定めるもの

とする。 

 

令和２年６月１日提出 

 

                 豊明市長  小 浮 正 典 

 

説 明 

この案を提出するのは、地方税法等の一部改正に伴い必要があるからである。 

 



豊明市国民健康保険税条例の一部を改正する条例 

 

豊明市国民健康保険税条例（昭和４７年豊明市条例第４６号）の一部を次の

ように改正する。 

附則第４項中「第３５条の２第１項」の次に「、第３５条の３第１項」を加

える。 

附則第５項中「前項中」を「、前項中」に改め、「第３５条の２第１項」の

次に「、第３５条の３第１項」を加える。 

附 則 

 この条例は、令和３年１月１日から施行する。 



議案第６０号 

 

   豊明市手数料徴収条例の一部改正について 

 豊明市手数料徴収条例の一部を改正する条例を別添のように定めるものとす

る。 

 

令和２年６月１日提出 

 

豊明市長  小 浮 正 典      

 

   説 明 

 この案を提出するのは、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者

の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等に

おける情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律及び旧優生

保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する一時金の支給等に関する法律の

施行に伴い必要があるからである。 

    



豊明市手数料徴収条例の一部を改正する条例 

 

豊明市手数料徴収条例（平成１２年豊明市条例第６号）の一部を次のように

改正する。 

第２条第１項第２１号を次のように改める。 

（２１） 削除 

第５条中第６号を第７号とし、第５号の次に次の１号を加える。 

（６） 旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する一時金の支給

等に関する法律（平成３１年法律第１４号）第２５条の規定に該当す

る者に係るもの 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第２条第１項第２１号の改正

規定は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並

びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の

技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律（令和元年法律第１６号）附

則第１条第６号に掲げる規定の施行の日から適用する。 

 



議案第６１号 

 

豊明市公の施設に係る指定管理者の指定の手続き等に関する条例の一部 

改正について 

 豊明市公の施設に係る指定管理者の指定の手続き等に関する条例の一部を改

正する条例を別添のように定めるものとする。 

 

  令和２年６月１日 

 

豊明市長  小 浮 正 典 

 

   説 明 

この案を提出するのは、より効率的な指定管理の推進のため必要があるから

である。 



豊明市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例の一部を 

改正する条例 

 

豊明市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例（平成２４年

豊明市条例第３０号）の一部を次のように改正する。 

第６条第１項中「調査審議」の後に「（以下「選定等」という。）」を加え、

同条第３項中「前２項」を「前４項」に改め、同項を同条第５項とし、同条第

２項を第４項とし、同条第１項の次に次の２項を加える。 

２ 審査委員会は、選定等を行う施設ごとに置くものとする。ただし、施設の

設置目的が類似する複数の施設及び隣接施設等で一括管理により効率的な管

理が達成される施設については、一の審査委員会の設置により、複数の施設

を一括管理する指定管理者の選定等を行うことができる。 

３ 審査委員会は、前項の複数の施設について同時に選定等を行う場合で、従

たる施設に教育委員会が設置している施設を含む場合、当該施設についても、

その諮問に応じることができる。 

 第１６条を次のように改める。 

（教育委員会の公の施設への適用） 

第１６条 この条例を教育委員会が所管する施設の指定管理者の指定の手続等

に適用する場合においては、この条例の規定中「市長」とあるのは「教育委

員会」、「教育委員会」とあるのは「市」、「規則」とあるのは「教育委員

会規則」と読み替えるものする。 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 

 



議案第６２号 

 

豊明市大学等入学支援金選考委員会設置条例の一部改正について 

 豊明市大学等入学支援金選考委員会設置条例の一部を改正する条例を別添の

ように定めるものとする。  

 

令和２年６月１日提出 

 

豊明市長  小 浮 正 典      

 

説 明 

 この案を提出するのは、豊明市大学等入学支援金給付条例を廃止するため必

要があるからである。  



   豊明市大学等入学支援金選考委員会設置条例の一部を改正する条例  

 

 豊明市大学等入学支援金選考委員会設置条例（平成２８年豊明市条例第３５

号）の一部を次のように改正する。 

 第１条中「豊明市大学等入学支援金給付条例（平成２８年豊明市条例第７号。

以下「給付条例」という。）及び」を削る。 

 第２条中「給付条例第２条第２号及び」を削る。  

   附 則  

 この条例は、公布の日から施行し、令和２年４月１日から適用する。 



議案第６３号 

 

   豊明市立図書館条例の一部改正について 

 豊明市立図書館条例の一部を改正する条例を別添のように定めるものとする。 

 

  令和２年６月１日提出 

 

豊明市長  小 浮 正 典      

 

   説 明 

 この案を提出するのは、豊明市立図書館栄分室を廃止するため必要があるか

らである。 

 



豊明市立図書館条例の一部を改正する条例 

 

豊明市立図書館条例（昭和５５年豊明市条例第１号）の一部を次のように改

正する。 

第２条第２項を削る。 

附 則 

この条例は、令和２年１０月１日から施行する。 



議案第６４号 

 

豊明市子ども医療費支給条例等の一部改正について 

豊明市子ども医療費支給条例等の一部を改正する条例を別添のように定める

ものとする。 

 

令和２年６月１日提出 

 

                 豊明市長  小 浮 正 典 

 

説 明 

この案を提出するのは、愛知県福祉医療費支給事業事務取扱要領の一部改正

に伴い必要があるからである。 



豊明市子ども医療費支給条例等の一部を改正する条例 

 

 （豊明市子ども医療費支給条例の一部改正） 

第１条 豊明市子ども医療費支給条例（昭和４８年豊明市条例第１号）の一部

を次のように改正する。 

第２条第５項を削る。 

第３条第２項を次のように改める。 

２ 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者の保護者は

受給資格者としない。 

（１） 生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）による保護を受けてい

る者 

（２） 豊明市心身障害者医療費の助成に関する条例（昭和４８年豊明市

条例第１４号）による心身障害者医療費の助成を受けることができ

る者 

（３） 豊明市母子・父子家庭医療費支給条例（昭和５３年豊明市条例第

３２号）による母子・父子家庭医療費の助成を受けることができる

者 

（４） 法令の規定により、この条例と同等な医療に関する給付を受ける

ことができる者 

第４条第２項中「健康保険法（大正１１年法律第７０号）の規定による療

養に要する費用の額の算定方式」を「診療報酬の算定方法」に改め、「算定

した額」の次に「（法令の規定に基づきこれと異なる算定方法によることと

されている場合においては、その算定方法によって算定した額）」を加える。 

 （豊明市心身障害者医療費の助成に関する条例の一部改正） 

第２条 豊明市心身障害者医療費の助成に関する条例（昭和４８年豊明市条例

第１４号）の一部を次のように改正する。 

 第５条第２項中「健康保険法（大正１１年法律第７０号）の規定による療

養に要する費用の額の算定方式」を「診療報酬の算定方法」に改め、「算定

した額」の次に「（法令の規定に基づきこれと異なる算定方法によることと

されている場合においては、その算定方法によって算定した額）」を加える。 



 （豊明市母子・父子家庭医療費支給条例の一部改正） 

第３条 豊明市母子・父子家庭医療費支給条例（昭和５３年豊明市条例第３２

号）の一部を次のように改正する。 

 第４条第２項中「健康保険の療養に要する費用の額の算定方法」を「診療

報酬の算定方法」に改め、「算定した額」の次に「（法令の規定に基づきこ

れと異なる算定方法によることとされている場合においては、その算定方法

によって算定した額）」を加える。 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行し、令和２年４月１日から適用する。 

 



議案第６５号 

 

豊明市後期高齢者医療に関する条例の一部改正について 

豊明市後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例を別添のように定

めるものとする。 

 

令和２年６月１日提出 

 

                 豊明市長  小 浮 正 典 

 

説 明 

この案を提出するのは、地方税法等の一部改正に伴い必要があるからである。 



豊明市後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例 

 

 豊明市後期高齢者医療に関する条例（平成１９年豊明市条例第１８号）の一

部を次のように改正する。 

附則第２条中「特例基準割合（当該年の前年に」を「延滞金特例基準割合（平

均貸付割合（」に、「の規定により告示された割合」を「に規定する平均貸付

割合をいう。）」に改め、「（以下この条において「特例基準割合適用年」と

いう。）」を削り、「当該特例基準割合適用年」を「その年」に、「特例基準

割合に」を「延滞金特例基準割合に」に改める。 

   附 則 

 （施行期日） 

第１条 この条例は、令和３年１月１日から施行する。 

 （経過措置） 

第２条 改正後の豊明市後期高齢者医療に関する条例附則第２条の規定は、施

行日以後の期間に対応する延滞金について適用し、施行日前の期間に対応す

る延滞金については、なお従前の例による。 

 



議案第６６号 

 

   豊明市介護保険条例の一部改正について 

 豊明市介護保険条例の一部を改正する条例を別添のように定めるものとする。 

 

  令和２年６月１日提出 

 

豊明市長  小 浮 正 典      

 

   説 明 

 この案を提出するのは、令和元年１０月１日からの消費税及び地方消費税率

の引き上げに伴う、低所得者の介護保険料軽減措置を講ずるため必要があるか

らである。 



豊明市介護保険条例の一部を改正する条例 

 

 豊明市介護保険条例（平成１２年豊明市条例第３号）の一部を次のように改

正する。 

第６条第１項中「平成３２年度」を「令和２年度」に改め、同条に次の１項

を加える。 

４ 所得の少ない第１号被保険者についての保険料の減額賦課に係る次の各号

に掲げる者の令和２年度における保険料率は、第１項の規定にかかわらず、

それぞれ当該各号に定める額とする。 

（１） 第１項第１号に該当する者 １９，８００円 

（２） 第１項第２号に該当する者 ２９，７００円 

（３） 第１項第３号に該当する者 ４３，０００円 

附則第６条中「第７条」を「第１０条」に、「特例基準割合（当該年の前年

に」を「延滞金特例基準割合（平均貸付割合（」に、「の規定により告示され

た割合」を「に規定する平均貸付割合をいう。）」に改め、「（以下この条に

おいて「特例基準割合適用年」という。）」を削り、「当該特例基準割合適用

年」を「その年」に、「特例基準割合に」を「延滞金特例基準割合に」に改め

る。 

附 則 

 （施行期日） 

第１条 この条例は、公布の日から施行し、令和２年４月１日から適用する。

ただし、附則第６条の改正規定は、令和３年１月１日から施行する。 

 （経過措置） 

第２条 改正後の豊明市介護保険条例に関する条例附則第６条の規定は、施行

日以後の期間に対応する延滞金について適用し、施行日前の期間に対応する

延滞金については、なお従前の例による。 

 



議案第６７号 

 

   豊明市墓園条例の一部改正について 

 豊明市墓園条例の一部を改正する条例を別添のように定めるものとする。 

 

  令和２年６月１日提出 

 

豊明市長  小 浮 正 典 

 

   説 明 

 この案を提出するのは、墓園の管理を指定管理者が行う場合において、必要

があるからである。 



豊明市墓園条例の一部を改正する条例 

 

 豊明市墓園条例（昭和５９年豊明市条例第２０号）の一部を次のように改正

する。 

第１５条を第１７条とし、第１４条の次に次の２条を加える。 

 （指定管理者による管理） 

第１５条 市長は、墓園の管理を地方自治法第２４４条の２第３項の規定に基

づき、法人その他の団体であって市長が指定するもの（以下「指定管理者」

という。）に行わせることができる。 

２ 指定管理者が墓園の管理を行う期間は、指定を受けた日から５年以内の期

間とする。 

３ 指定管理者の指定の手続等については、豊明市公の施設に係る指定管理者

の指定の手続等に関する条例（平成２４年豊明市条例第３０号）によるもの

とする。 

 （指定管理者が行う業務の範囲） 

第１６条 指定管理者が行う業務の範囲は、次に掲げるとおりとする。 

 （１） 墓園の維持、管理及び運営に関する業務 

 （２） 前号に掲げるもののほか市長が必要と認める業務 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 

 



議案第６８号 

 

豊明市農村集落家庭排水施設事業受益者分担に関する条例等の一部改正

について 

豊明市農村集落家庭排水施設事業受益者分担に関する条例等の一部を改正す

る条例を別添のように定めるものとする。 

 

令和２年６月１日提出 

 

豊明市長  小 浮 正 典      

 

説 明 

この案を提出するのは、地方税法等の一部改正に伴い必要があるからである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



豊明市農村集落家庭排水施設事業受益者分担に関する条例等の一部を改

正する条例 

 

（豊明市農村集落家庭排水施設事業受益者分担に関する条例の一部改正） 

第１条 豊明市農村集落家庭排水施設事業受益者分担に関する条例（昭和５２

年豊明市条例第１号）の一部を次のように改正する。 

附則第２項中「特例基準割合（当該年の前年に」を「延滞金特例基準割合

（平均貸付割合（」に、「の規定により告示された割合」を「に規定する平

均貸付割合をいう。）」に改め、「（以下この項において「特例基準割合適

用年」という。）」を削り、「当該特例基準割合適用年」を「その年」に、

「特例基準割合に」を「延滞金特例基準割合に」に改める。 

（豊明市公共下水道事業区域外流入受益者分担に関する条例の一部改正） 

第２条 豊明市公共下水道事業区域外流入受益者分担に関する条例（平成２４

年豊明市条例第１号）の一部を次のように改正する。 

附則第２項中「特例基準割合（当該年の前年に」を「延滞金特例基準割合

（平均貸付割合（」に、「の規定により告示された割合」を「に規定する平

均貸付割合をいう。）」に改め、「（以下この項において「特例基準割合適

用年」という。）」を削り、「当該特例基準割合適用年」を「その年」に、

「特例基準割合に」を「延滞金特例基準割合に」に改める。 

（豊明市公共下水道事業受益者分担に関する条例の一部改正） 

第３条 豊明市公共下水道事業受益者分担に関する条例（令和元年豊明市条例

第４４号）の一部を次のように改正する。 

附則第４条中「特例基準割合（当該年の前年に」を「延滞金特例基準割合

（平均貸付割合（」に、「の規定により告示された割合」を「に規定する平

均貸付割合をいう。）」に改め、「（以下この条において「特例基準割合適

用年」という。）」を削り、「当該特例基準割合適用年」を「その年」に、

「特例基準割合に」を「延滞金特例基準割合に」に改める。 

附 則 

（施行期日） 

第１条 この条例は、令和３年１月１日から施行する。 



（経過措置） 

第２条 改正後の豊明市農村集落家庭排水施設事業受益者分担に関する条例附

則第２項、豊明市公共下水道事業区域外流入受益者分担に関する条例附則第

２項及び豊明市公共下水道事業受益者分担に関する条例附則第４条の規定は、

施行日以後の期間に対応する延滞金について適用し、施行日前の期間に対応

する延滞金については、なお従前の例による。 

 



議案第６９号 

 

豊明市都市公園条例の一部改正について 

豊明市都市公園条例の一部を改正する条例を別添のように定めるものとす 

る。 

 

令和２年６月１日提出 

 

豊明市長  小 浮 正 典      

 

説 明 

この案を提出するのは、都市公園の管理を指定管理者が行う場合において、

必要があるからである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



豊明市都市公園条例の一部を改正する条例  

 

豊明市都市公園条例（平成２４年豊明市条例第３９号）の一部を次のように

改正する。 

第２３条を第２６条とし、第２２条を第２５条とし、第２１条を第２４条と

し、第２０条の次に次の３条を加える。 

（指定管理者による管理） 

第２１条 市長は、都市公園の管理を地方自治法（昭和２２年法律第６７号）

第２４４条の２第３項の規定に基づき、法人その他の団体であって市長が指

定するもの（以下「指定管理者」という。）に行わせることができる。 

２ 指定管理者が都市公園の管理を行う期間は、指定を受けた日から５年以内

の期間とする。 

３ 指定管理者の指定の手続等については、豊明市公の施設に係る指定管理者

の指定の手続等に関する条例（平成２４年豊明市条例第３０号）によるもの

とする。 

（指定管理者が行う業務の範囲） 

第２２条 指定管理者が行う業務の範囲は、次に掲げるとおりとする。 

（１） 都市公園の維持、管理及び運営に関する業務 

（２） 都市公園の利用に関する業務 

（３） 前２号に掲げるもののほか市長が必要と認める業務 

（準用） 

第２３条 第８条及び第１８条の規定は、都市公園の管理を指定管理者が行う

場合について準用する。この場合において、第８条及び第１８条中「市長」

とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 



議案第７０号  

 

   豊明市消防団員等公務災害補償条例の一部改正について  

豊明市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例を別添のように定

めるものとする。  

 

令和２年６月１日提出  

 

豊明市長  小 浮 正 典     

 

説 明 

この案を提出するのは、非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政

令の一部改正及び民法の一部改正に伴い必要があるからである。  

 

 

 

 

 

 



豊明市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例 

 

 豊明市消防団員等公務災害補償条例（昭和４７年豊明市条例第８４号）の一

部を次のように改正する。 

 第５条第２項第１号中「日に」を「日（以下「事故発生日」という。）に」

に改め、同項第２号中「８，８００円」を「８，９００円」に改め、同条第３

項中「死亡若しくは負傷の原因である事故が発生した日又は診断により死亡の

原因である疾病の発生が確定した日若しくは診断により疾病の発生が確定した

日」を「事故発生日」に改める。 

 附則第３条の４第５項第２号及び第６項並びに第４条第７項第２号及び第８

項中「１００分の５」を「事故発生日における法定利率」に改める。 

 別表中「１２，４００」を「１２，４４０」に、「１３，３００」を「１３，

３２０」に、「１０，６００」を「１０，６７０」に、「１１，５００」を「１

１，５５０」に、「８，８００」を「８，９００」に、「９，７００」を「９，

７９０」に改め、同表備考第１号中「死亡若しくは負傷の原因である事故が発

生した日又は診断によって死亡の原因である疾病の発生が確定した日若しくは

診断によって疾病の発生が確定した日」を「事故発生日」に改める。 

   附 則  

 （施行期日） 

第１条 この条例は、公布の日から施行し、令和２年４月１日から適用する。 

 （経過措置） 

第２条 この条例による改正後の豊明市消防団員等公務災害補償条例第５条第

２項及び別表の規定は、この条例の施行の日以後に支給すべき事由の生じた

豊明市消防団員等公務災害補償条例第５条第１項に規定する損害補償（以下

この項において「損害補償」という。）並びに同日前に支給すべき事由の生

じた同日以後の期間に係る同条例第４条第３号に規定する傷病補償年金、同

条第４号イに規定する障害補償年金及び同条第６号イに規定する遺族補償年

金（以下この項において「傷病補償年金等」という。）について適用し、同

日前に支給すべき事由の生じた損害補償（傷病補償年金等を除く。）及び同

日前に支給すべき事由の生じた同日前の期間に係る傷病補償年金等について



は、なお従前の例による。 



議案第７１号 

 

   尾張市町交通災害共済組合規約の変更について 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２８６条第１項の規定により、令

和３年３月３１日限りで尾張市町交通災害共済組合が解散することに伴い、尾

張市町交通災害共済組合規約を別紙のとおり変更することについて、同法第２

９０条の規定に基づき、議会の議決を求める。 

 

  令和２年６月１日提出 

 

                 豊明市長  小 浮 正 典      

 

説 明 

 この案を提出するのは、尾張市町交通災害共済組合の解散に伴い、事務の承

継団体を規約に明記する必要があるため、組合規約を変更することについて協

議する必要があるからである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



尾張市町交通災害共済組合規約の一部を改正する規約 

 

 尾張市町交通災害共済組合規約（昭和４４年９月１日指令地第１１６号）の 

一部を次のように改正する。 

本則に次の１条を加える。 

（解散に伴う事務の承継） 

第９条 組合の解散に伴う事務は、北名古屋市が承継する。 

附 則 

この規約は、愛知県知事の許可があった日から施行する。 



議案第７２号 

 

   尾張市町交通災害共済組合の解散について 

 地方自治法第２８８条の規定により、令和３年３月３１日限りで尾張市町交

通災害共済組合を解散することについて関係地方公共団体と協議するので、同

法第２９０条の規定に基づき、議決を求める。 

 

  令和２年６月１日提出 

 

                 豊明市長  小 浮 正 典      

 

説 明 

 この案を提出するのは、尾張市町交通災害共済組合の解散について、関係地

方公共団体と協議する必要があるからである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



議案第７３号 

 

   尾張市町交通災害共済組合の解散に伴う財産処分について 

 地方自治法第２８９条の規定により、令和３年３月３１日限りで尾張市町交

通災害共済組合が解散することに伴い、同組合の所有する財産全てを北名古屋

市に帰属させることについて関係地方公共団体と協議するので、同法第２９０

条の規定に基づき、議決を求める。 

 

  令和２年６月１日提出 

 

                 豊明市長  小 浮 正 典      

 

説 明 

 この案を提出するのは、尾張市町交通災害共済組合の解散に伴い、同組合の

財産処分について、関係地方公共団体と協議する必要があるからである。 

 

































議案第７５号 

 

 

 

 

 

令和２年度 

 

 

豊明市下水道事業会計補正予算書（第１号） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



議案第７５号  

        

令和２年度豊明市下水道事業会計補正予算（第１号）  

 

（総則）  

第１条 令和２年度豊明市下水道事業会計の補正予算（第１号）は、次に定めると

ころによる。   

（収益的収入及び支出）       

第２条 令和２年豊明市下水道事業会計予算（以下「予算」という。）第３条に定

めた収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。  

     （科目）     （既決予定額）   （補正予定額）  （計）  

収  入  

第１款 下水道事業収益 1,111,585 千円 815 千円 1,112,400 千円 

第２項 営業外収益 492,218 千円 815 千円 493,033 千円 

支   出      

第１款 下水道事業費用 1,111,585 千円 815 千円 1,112,400 千円 

第１項 営業費用 964,632 千円 815 千円 965,447 千円 

（議会の議決を得なければ流用することができない経費）  

第３条 予算第８条に定めた経費の金額を次のとおり補正する。  

（科目）  （既決予定額）  （補正予定額）  （計）  

職員給与費   67,054 千円   815 千円   67,869 千円  

（他会計からの補助金）  

第４条 予算第９条中「２０９，５８６千円」を「２１０，４０１千円」に改める。  

 

令和２年６月１日提出    

        

     豊明市長   小 浮 正 典  

1



（単位：千円）

款 項 目 既決予定額 補正予定額 計 備考

1 下水道事業
  収      益

1,111,585 815 1,112,400

2 営業外収益 492,218 815 493,033

3 他会計補助金 209,586 815 210,401

（単位：千円）

款 項 目 既決予定額 補正予定額 計 備考

2 下水道事業
  費      用

1,111,585 815 1,112,400

1 営業費用 964,632 815 965,447

4 総　係　費 100,618 815 101,433

令和２年度豊明市下水道事業会計補正予算（第１号）実施計画

収益的収入及び支出

収　　　　入

支　　　　出

2



１　総括

〔1〕 6

2

〔1〕 8

6

2

8

〔1〕 0

0

〔1〕 0

〔　〕内は、会計年度任用職員について外書きしたものである。

区分
職員数

補正後

比　較

損益勘定支弁職員

資本勘定支弁職員

補正前

損益勘定支弁職員

資本勘定支弁職員

合　計

損益勘定支弁職員

資本勘定支弁職員

合　計

0

0

0

0

0

815

0

0

0

815

815

0

0

報酬
（千円）

815

給　　　　与　　　　費　　

合　計 0

特別職
（人）

一般職
（人）

0

0

0

3



67,869

17,845

815

17,845

22,181

3,995

0 815 0

38,171

52,836 15,033

8,045 5,805 13,850

30,226 21,795

15,990

0

0 0 815

3,995

8,045 5,805 13,850

0 0 0

備考
合計

（千円）
法定福利費
（千円）

給　　　　　与　　　　　費
手当

（千円）
計

（千円）

22,181 15,990 38,986 50,02411,038

給料
（千円）

　　明　　　　細　　　　書

67,054

0

0 815

11,038 49,209

30,226 21,795 52,021 15,033

0
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款 項 目 既決予定額 補正予定額 計

1 下水道事業収益 1,111,585 815 1,112,400

2 営業外収益 492,218 815 493,033

3 他会計補助金 209,586 815 210,401

款 項 目 既決予定額 補正予定額 計

2 下水道事業費用 1,111,585 815 1,112,400

1 営 業 費 用 964,632 815 965,447

4 総 係 費 100,618 815 101,433

収　　　　入

支　　　　出

令和２年度豊明市下水道事業会計補正予算（第１号）事項別明細書

収益的収入及び支出
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（単位：千円）

節 金額

1 他会計補助金 815 一般会計補助金　 815

（単位：千円）

節 金額

5 報 酬 815 報酬 815

説明

説明
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